
令和７年度 成年後見制度講演会のお知らせ 

誰もが巻き込まれる可能性のある消費者トラブル。特に高齢者や障害者はトラブルに巻き込まれやすく、

被害が深刻化するケースもあります。今回、弁護士と消費生活センターの職員を講師に迎え、消費者被害の

実態や対策について解説します。 

令和 7年８月5 日(火)   

午 後 ２ 時 ～ ４ 時  

（受付開始 午後 1時 45分） 

 

 

学園都市センター1２階 第 5セミナー室 

（住所 八王子市旭町 9-1 八王子スクエアビル(オクトーレ)） 

 

              

 

 

市内在住・在勤・在学の方 

要予約 下記問い合わせ先にお電話いただくか、 

  裏面の「参加申込書」を FAXしてください。 

 

【お問い合わせ・お申し込み】 

社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 

成年後見・あんしんサポートセンター八王子 
TEL 042-620-7365 FAX 042-623-6421 

主 催 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会  

開 

催 

日 

時 

会 

場 

講 

師 

対象者 

申込み 

朝岡 周太郎 弁護士 (法テラス多摩法律事務所) 

八王子市消費生活センター職員  

無料 

定員 40 名 

 



【ＦＡＸ送付先】042-623-6421 

八王子市社会福祉協議会 成年後見・あんしんサポートセンター八王子  行 

 

成年後見制度講演会 参加申込書 
     

希望する 

講演会 

令和 7年 8月 5日（火） 午後２時 ～ ４時 

「知ることが最大の防御～消費者被害の実態と対策～」 

ご 住 所 

（ご所属） 

〒 

フリガナ 

氏 名 
 

ご 連 絡 先 （      ） 

【自由記述欄】 講演会で聞いてみたいことや当日留意してほしいことなど、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

※ 受講決定通知はいたしません。定員超過で受講できない場合等、必要時のみご連絡させていただきます。 

 

【地図・アクセス】 

○ JR八王子駅北口から徒歩 3分 

○ 京王八王子駅から徒歩 7分 

 


